
道の駅「田野駅屋」再整備事業官民連携アドバイザリー業務 

公募型プロポーザル実施要項 

 

1 目的 

本実施要項は、田野町が DBO 方式により実施を予定している道の駅「田野駅屋」再整備事業について、

実施方針に相当する資料の作成・公表から、募集要項等の作成、公募、事業者選定及び契約締結までに

必要となる官民連携アドバイザリー業務を委託するに当たり、当該業務を受託する候補者を公募型プロ

ポーザル方式により選定するため、必要な事項を定めるものである。 

なお、本事業は PFI事業として実施するものではないが、事業者募集、選定及び契約に当たっては、

PFI法に基づく事業者選定手続と同等水準の透明性、公平性、競争性及び客観性の確保を図るものとす

る。 

2 業務概要 

（1）業務名：道の駅「田野駅屋」再整備事業官民連携アドバイザリー業務 

（2）業務場所：田野町 

（3）業務内容：別紙「仕様書」のとおり 

（4）履行期間：契約締結の日から令和 9年 3月 31日まで 

（5）事業手法：DBO方式を予定する。 

（6）提案上限額：金 18,997,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

3 選定方式 

（1）選定方式は、公募型プロポーザル方式とする。 

（2）参加資格確認を行ったうえで、企画提案書、見積書、プレゼンテーション及びヒアリングの内容

を総合的に評価する。 

（3）見積価格のみをもって選定せず、業務理解、DBO方式及び PFI法水準の手続理解、専門性、実施体

制、工程管理及び履行確実性を重視する。 

4 スケジュール 

項目 日程案 

公告・実施要項等の公表 令和 8年 5月 15日（金） 

質問受付期限 令和 8年 5月 22日（金）午後 5時 

質問回答公表 令和 8年 5月 26日（火） 



参加表明書提出期限 令和 8年 5月 29日（金）午後 5時 

参加資格確認結果通知 令和 8年 6月 2日（火） 

企画提案書提出期限 令和 8年 6月 9日（火）午後 5時 

プレゼンテーション・ヒアリング 令和 8年 6月 15日（月）予定 

審査結果通知・公表 令和 8年 6月 18日（木）予定 

契約協議・契約締結 令和 8年 6月下旬予定 

 

上記日程は予定であり、田野町の都合により変更する場合がある。この場合、参加者に対して速やか

に通知する。 

5 参加資格 

参加者は、次に掲げる要件をすべて満たす法人又は法人により構成される共同企業体とする。 

（1）地方公共団体等が発注する公共施設整備、道の駅整備、地域振興拠点整備、官民連携事業支援、

DBO、PFI又はこれらに類する事業者選定支援業務の実績を有すること。 

（2）DBO方式による公共施設整備事業又はこれに類する官民連携事業について、事業者募集、選定又は

契約締結支援に関する実績を有すること。 

（3）本事業は PFI事業として実施するものではないが、PFI法に基づく事業者選定手続と同等水準の透

明性、公平性、競争性及び客観性を確保できる知見及び実務能力を有すること。 

（4）要求水準書、評価基準、募集要項、様式集、事業契約書案、基本協定書案、リスク分担表又はこ

れらに類する書類の作成支援実績を有すること。 

（5）管理技術者又は主たる担当者として、DBO、PFI、PPP、官民連携事業、公共施設整備、道の駅整備

又は事業者選定支援に関する業務経験を有する者を配置できること。 

（6）法務、財務、官民連携、要求水準書作成、評価基準作成及び契約支援に対応できる実施体制を有

すること。 

（7）協力事業者を活用する場合は、協力事業者名、担当業務、担当予定者、実績、役割分担及び責任

関係を明記できること。 

（8）本業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託しないこと。 

（9）田野町又は他の地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

（10）会社更生法、民事再生法等に基づく手続開始の申立てがなされていないこと。 

（11）暴力団又は暴力団員等と関係を有しないこと。 

（12）本業務を履行期間内に確実に履行できる体制を有すること。 



6 提出書類 

6.1 参加資格確認時に提出する書類 

（1）参加表明書（様式 1） 

（2）会社概要書（様式 2） 

（3）同種・類似業務実績調書（様式 3） 

（4）配置予定技術者調書（様式 4） 

（5）業務実施体制表（様式 5） 

（6）協力事業者調書（様式 6 ※該当する場合） 

（7）再委託予定調書（様式 7 ※該当する場合） 

（8）誓約書（様式 8） 

6.2 企画提案時に提出する書類と部数 

（1）企画提案書（任意様式）10部（正本 1部、副本 9部） 

・業務実施方針 

・公表済み資料及び本実施要項・仕様書を踏まえた業務理解 

・DBO方式及び PFI法水準の事業者選定手続に関する提案 

・要求水準書、評価基準、募集要項、契約書案、リスク分担表の作成方針 

・事業者選定委員会、競争的対話、契約交渉の支援方針 

・実施体制、役割分担 

・工程表 

・情報開示、説明責任への対応 

（2）見積書（様式 9）1部 

（3）参考見積内訳書（様式 10）1部 

7 質問の受付及び回答 

（1）質問は、所定の質問書（様式 11）により、電子メールで提出するものとする。 

（2）電話又は口頭による質問は受け付けない。ただし、提出方法等に関する軽微な確認はこの限りで

ない。 

（3）質問への回答は、田野町ホームページへの掲載その他町が定める方法により公表する。 



（4）回答内容は、本実施要項、仕様書、評価基準及び様式の補足又は修正として取り扱う。 

8 資料の取扱い 

（1）本プロポーザルの企画提案は、町が公表する実施要項、仕様書、評価基準、様式、公表済み資料

及び質問回答に基づき行うものとする。 

（2）契約締結後、受託者が本業務を遂行するために必要な資料については、町が必要と認める範囲で、

守秘義務その他必要な条件を付したうえで貸与又は提供する。 

（3）参加者は、本プロポーザルに関して知り得た情報を本プロポーザル以外の目的に使用してはなら

ない。 

9 企画提案書の作成要領 

（1）企画提案書は A4判、横書き、片面印刷を基本とし、図表を含め 20ページ以内とする。ただし、

表紙、目次、見積書及び参考資料はページ数に含めない。 

（2）企画提案書には、参加者名を記載して差し支えない。 

（3）提出済みの企画提案書の差替え又は追加提出は、町が認めた場合を除き認めない。 

（4）企画提案に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

10 プレゼンテーション及びヒアリング 

（1）実施日は令和 8年 6月 15日（月）を予定する。開始時刻、会場、実施順序その他必要事項は、参

加資格確認後に対象者へ別途通知する。 

（2）1者当たりの時間は、提案説明 20分以内、質疑応答 10分程度、合計 30分程度を標準とする。 

（3）出席者は 4名以内とし、管理技術者又は主担当者を含めるものとする。 

（4）説明は、提出済みの企画提案書に基づいて行うものとし、新たな提案内容を記載した資料の追加

配付は認めない。 

（5）投影資料を使用する場合も、提出済み企画提案書の内容を超えてはならない。必要な機材は原則

として参加者が用意し、町が用意する機材がある場合は別途通知する。 

（6）プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で実施する。 

（7）参加者が多数の場合は、提出書類に基づく一次審査を行い、プレゼンテーション対象者を選定す

ることがある。 

（8）指定時刻までに出席しない場合は、辞退したものとみなす。ただし、災害その他やむを得ない事

情があると町が認める場合はこの限りでない。 



11 審査方法 

（1）審査は、別紙「評価基準（採点表）」に基づき、審査委員会が行う。 

（2）各委員の採点結果を集計し、最高得点者を受託候補者とする。 

（3）最低基準点は満点の 6割を目安とし、審査委員会が必要と認める場合は、受託候補者を選定しな

いことができる。 

12 失格事項 

（1）提出期限を過ぎて書類を提出した場合 

（2）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（3）参加資格を満たさないことが判明した場合 

（4）見積額が提案上限額を超過した場合 

（5）審査委員又は関係職員に対し、不正な接触を行った場合 

（6）複数の提案に重複して参加した場合 

（7）主たる業務を一括再委託する提案である場合 

（8）その他、公正な審査を妨げる行為があった場合 

13 審査結果の通知及び公表 

（1）審査結果は、参加者に書面又は電子メールにより通知する。 

（2）町は、受託候補者名、評価結果の概要及び選定理由を必要な範囲で公表することがある。 

（3）提案内容に含まれる営業秘密、ノウハウ、個人情報等は、田野町情報公開関係規定に基づき適切

に取り扱う。 

14 契約協議 

（1）町は、受託候補者と仕様、工程、実施体制、見積内容等について協議を行い、契約締結手続を進

める。 

（2）協議が整わない場合又は受託候補者が参加資格を満たさないことが判明した場合は、次点者と協

議を行うことができる。 

（3）契約内容は、企画提案の内容をそのまま採用することを保証するものではなく、町と受託候補者

との協議により確定する。 


